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平成２８年４月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 延納許可取消処分等取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２８年２月１０日 

 

判     決 

原告        Ｘ１ 

原告        Ｘ２ 

被告        国 

処分行政庁     東松山税務署長 

 

主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 東松山税務署長が平成２５年１０月１７日付けで原告らに対してした相続税

の延納許可の取消処分を取り消す。 

２ 東松山税務署長が平成２５年１１月１８日付けで原告Ｘ１に対してした国税

の担保として提供された不動産に対する担保物処分のための差押処分を取り消

す。 

３ 東松山税務署長が平成２５年１１月１８日付けで原告Ｘ１に対してした国税

の担保として提供された不動産に対する担保物処分のための参加差押処分を取

り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、東松山税務署長により相続税の延納許可を受けていた原告らが、同
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許可及びその後の延納条件の変更許可に係る相続税を滞納したため、同税務署

長が、原告Ｘ１（以下「原告Ｘ１」という。）に対する延納許可の取消処分（以

下「原告Ｘ１取消処分」という。）及び原告Ｘ２（以下「原告Ｘ２」という。）

に対する延納許可の取消処分（以下、「原告Ｘ２取消処分」といい、原告Ｘ１

取消処分と併せて「本件各取消処分」という。）並びに原告Ｘ１が所有する別

紙１の物件目録記載１、４の各不動産に対する差押処分（以下「本件差押処分」

という。）及び同目録記載２、３の各不動産に対する参加差押処分（以下、「本

件参加差押処分」といい、本件差押処分と併せて「本件差押処分等」という。）

をしたことについて、原告らが、本件各取消処分及び本件差押処分等には違法

がある旨主張して、本件各取消処分及び本件差押処分等の各取消しを求める事

案である。 

２ 法令等の定め 

別紙２の「法令等の定め」に記載したとおりである。 

３ 前提となる事実（下記（５）以外は、当事者間に争いがないか、争うことを

明らかにしない事実である。） 

（１） 延納許可に至る経緯 

ア Ａは、平成７年３月●日に死亡し、これにより相続が開始したところ、

同人の相続人は、原告ら両名である。 

原告らは、同年１２月１１日、東松山税務署長（以下「東松山署長」と

いう。）に対し、納付すべき税額を９１９０万７１００円（原告Ｘ１につ

き５３３０万６１００円、原告Ｘ２につき３８６０万１０００円）として、

上記相続に係る相続税を申告した。 

イ 原告らは、同日、東松山署長に対し、上記相続税のうち、原告Ｘ１に

つき５２００万円、原告Ｘ２につき３８００万円について、延納の許可

を申請した。 

そして、原告らは、同月、東松山署長に対し、別紙１の物件目録記載４
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の建物及び分筆（平成９年１月１４日付け）前の別紙１の物件目録記載１

の土地（地積１５１５．１７㎡。以下、「分筆前土地１」といい、同建物

と併せて「本件不動産１」という。）を上記各延納許可申請に係る担保と

して提供する旨の担保提供書を提出した。 

ウ 東松山署長は、平成８年２月２７日、上記各延納許可申請に対し、延

納の許可をした（以下、原告Ｘ１に対する許可処分を「原告Ｘ１延納許

可処分」、原告Ｘ２に対する許可処分を「原告Ｘ２延納許可処分」とい

い、これらを併せて「本件各延納許可処分」という。）。本件各延納許

可処分により、原告Ｘ１は、相続税額５２００万円を２０回に分割して

延納すること（分納税額は２６０万円。分納期限は毎年１２月１２日前

後。利子税は年４．２％）、原告Ｘ２は、相続税額３８００万円を２０

回に分割して延納すること（分納税額は第１回分につき２０２万円、第

２回分～第１０回分につき２０１万円、第１１回分～第２０回分につき

１７８万９０００円。分納期限は毎年１２月１２日前後。利子税は、不

動産等に対しては年４．２％、動産等に対しては年６％）がそれぞれ認

められた。 

そして、東松山署長は、本件不動産１について、本件各延納許可処分に

係る担保として徴し、同月２８日付けで抵当権設定登記を経由した。 

なお、平成９年１月１４日、分筆前土地１から別紙１の物件目録記載２

及び３の各土地が分筆された（以下、同目録記載２及び３の各土地を「本

件不動産２」と、同目録記載１の土地及同目録記載４の建物を「本件不動

産３」という。）。 

（２） 本件各延納許可処分の取消しに至る経緯 

ア 原告らは、平成２２年１２月１５日、東松山署長に対し、本件各延納

許可処分に係る延納条件の変更（第１５回分の分納期限を平成２３年１

２月９日へ延長するという内容）を求めて、相続税延納条件変更申請書
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を提出した。これに対し、東松山署長は、平成２３年１月２０日付けで、

上記申請のとおり延納条件の変更を許可した。 

イ さらに、原告らは、同年９月３０日、東松山署長に対し、上記ア記載

の延納条件の変更後の本件各延納許可処分に係る延納条件の変更（第１

５回分の分納期限を平成２４年１２月１０日へ、第１６回分の分納期限

を同月１１日へそれぞれ延長するという内容）を求めて、相続税延納条

件変更申請書を提出した。これに対し、東松山署長は、平成２３年１０

月２６日付けで、上記申請のとおり延納条件の変更を許可した。 

ウ 原告Ｘ１は、東松山署長に対し、上記イの延納条件変更後の延納許可

処分に係る第１５回分の分納税額及び利子税並びに第１６回及び第１７

回分の分納税額について、それぞれの分納期限内に納付しなかった。 

原告Ｘ２は、東松山署長に対し、上記イの延納条件変更後の延納許可処

分に係る第１５回分の分納税額を分納期限の経過後に延滞税と併せて納

付したものの、利子税については納付しなかった。また、第１６回分及び

第１７回分の分納税額を納付しなかった。 

エ 東松山署長は、平成２５年１月２５日付けで、原告Ｘ１に対し、上記

未納の各分納税額及び利子税について、納付を求める督促処分をした。 

これを受けて、原告Ｘ１は、東松山署長に対し、同年３月２７日、第１

５回分の分納税額及び延滞税を納付したが、利子税の納付をしなかった。 

オ 東松山署長は、同年９月１２日付けで、原告らに対し、原告らが延納

条件に違反していることから延納許可の取消事由に該当する旨通知する

とともに、弁明すべき事情があれば同月２６日までに説明するよう求め

た。 

これを受けて、原告らは、東松山署長に対し、同月３０日及び同年１０

月４日、不動産の売却により相続税を納付する予定であるが、任意売却が

困難でまだ売却の目途は立っていないなどと記載した書面（乙１４の１～
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１４の３。以下「本件弁明書」という。）を提出した。 

カ 埼玉県東松山市長（以下「東松山市長」という。）は、平成２５年９

月１９日付けで、原告Ｘ１が滞納した市県民税、固定資産税・都市計画

税及び軽自動車税並びに滞納処分費を徴収するため、本件不動産２を含

む複数の不動産を差し押さえ、差押登記を経由した。 

東松山市長は、本件不動産２につき、原告らの相続税に係る抵当権が設

定されていたため、同年９月３０日、東松山署長に対し、担保権設定等財

産の差押通知書（乙１３）を送付した。 

キ 東松山署長は、本件不動産２につき東松山市長により強制換価手続が

開始されたこと、原告らは本件弁明書を提出したものの滞納相続税等の

納付の具体的な見込みがないことを理由として、同年１０月１７日付け

で、本件各取消処分をした。 

（３） 不動産に対する担保物処分のための差押処分等 

東松山署長は、原告Ｘ１が滞納していた相続税等を徴収するため、平成

２５年１１月１８日付けで、原告Ｘ１に差押書を送達した上で、本件不動

産３について差押えをし、差押登記を経由した。また、本件不動産２につ

いては、東松山市長が滞納処分による差押えをしていたことから、参加差

押書を東松山市長に交付した上で、参加差押えをし、参加差押登記を経由

した。 

（４） 不服申立ての経緯 

ア 原告Ｘ１は、平成２５年１１月６日、原告Ｘ１取消処分を不服として、

東松山署長に対して異議申立てをしたが、同署長は、平成２６年１月２

２日付けで、これを棄却する決定をした。 

また、原告Ｘ１は、同月１５日、本件差押処分等を不服として、東松山

署長に対して異議申立てをしたが、同署長は、同年３月２８日付けで、こ

れを棄却する決定をした。 
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さらに、原告Ｘ１は、国税不服審判所長に対し、同年２月１８日付けで、

原告Ｘ１取消処分に係る上記決定を不服として、同年４月２４日付けで、

本件差押処分等に係る上記決定を不服として、それぞれ審査請求をした。

同所長は、上記各審査請求を併合審理の上、同年１１月２５日付けで、い

ずれも棄却する旨の裁決をした。 

イ 原告Ｘ２は、同月６日、原告Ｘ２取消処分を不服として、東松山署長

に対して異議申立てをしたが、同署長は、平成２６年１月２２日付けで、

これを棄却する決定をした。 

また、原告Ｘ２は、上記決定を不服として、同年２月１８日付けで、国

税不服審判所長に対し、審査請求をしたが、同所長は、同年１１月２５日

付けで、これを棄却する旨の裁決をした。 

（５） 本件訴えの提起 

原告らは、平成２７年５月２５日、本件訴えを提起した（記録上明らか

な事実）。 

４ 争点及び争点に対する当事者の主張 

（１） 本件各取消処分の適法性 

（被告の主張） 

東松山署長は、原告らが本件各延納許可処分及びその後の延納条件の変

更許可に係る相続税等を滞納したことから、原告らの弁明を聴取した上で、

本件各取消処分をしたものであり、当該各処分は、相続税法等の規定に基

づいてされたものであって、実体的にも手続的にも適法である。 

（原告らの主張） 

原告らは、１７年間にわたって相続税を納めてきたものであり、その納

税額は７０００万円に達する。また、原告らは、相続税を納付するため、

学生寮を経営してきたが、現在、空き部屋が多く、家賃も下げざるを得な

い状況であって、経営は非常に苦しい上、不動産の売却もできないでいる。 
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上記のような事情に照らせば、本件各取消処分には違法がある。 

（２） 本件差押処分等の適法性 

（被告の主張） 

東松山署長は、原告Ｘ１延納許可処分を取り消したことにより、本件差

押処分等をしており、実体的にも手続的にも適法である。 

また、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的

となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないのであるから、

本件差押処分等が、原告Ｘ１取消処分に係る異議申立ての判断より前にさ

れたとしてもそのことをもって違法となる余地はない。 

したがって、本件差押処分等は適法である。 

（原告らの主張） 

争点（１）の原告らの主張欄記載の主張に加えて、本件差押処分等には、

以下の違法事由がある。すなわち、原告Ｘ１には、滞納相続税等を納付す

る意思が十分あったにもかかわらず、東松山署長は、具体的な納付計画も

聞かないで、一方的に本件差押処分等をした。また、原告Ｘ１取消処分に

ついて不服申立中であって確定した判断がされていなかったにもかかわら

ず、直ちに本件差押処分等をした。 

したがって、本件差押処分等には違法がある。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（本件各取消処分の適法性）について 

（１） 相続税法４０条２項は、延納許可を受けた者が延納税額の滞納その他延

納の条件に違反したときは、税務署長は、当該延納の許可を取り消すこと

ができるとし、その際、原則として延納許可を受けた者の弁明を聴かなけ

ればならない旨規定している。 

これを本件についてみると、前記前提となる事実記載のとおり、原告ら

は、東松山署長により本件各延納許可処分を受けたこと、その後、原告ら
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は、同署長に対し、２度にわたって、本件各延納許可処分に係る延納条件

の変更を申請し、これを許可されたこと、しかるに、原告らは、上記延納

条件変更後の原告Ｘ１に対する延納許可処分に係る第１５回分の分納税額

及び利子税並びに第１６回分及び第１７回分の分納税額、上記延納条件変

更後の原告Ｘ２に対する延納許可処分に係る第１５回分の利子税並びに第

１６回分及び第１７回分の分納税額を滞納したこと、東松山署長は、原告

らから本件弁明書の提出を受け、弁明を聴取した上で、本件各取消処分を

したことが認められる。 

そうすると、本件各取消処分は、同項の定めに従ってされたものであり、

適法というべきである。 

（２） これに対し、原告らは、原告らが１７年間にわたって相続税を納めてき

たものであり、その納税額は７０００万円に達することや、原告らの置か

れた窮状に照らせば、本件各取消処分には違法があると主張する。 

しかし、上記のような事情があったとしても、そのことによって、本件

各取消処分が直ちに違法となるとはいえない（なお、前記前提となる事実

記載のとおり、東松山署長は、原告らによる２度の延納条件の変更申請を

許可している上、原告らが分納税額を滞納したことだけでなく、原告らの

弁明内容を考慮した上で、原告らにおいて滞納相続税等の納付の具体的な

見込みがないことなどをも理由として、本件各取消処分をしたことが認め

られるのであり、原告らの立場に一定の配慮を示している。）。 

以上によれば、原告らの上記主張は採用することができない。 

２ 争点（２）（本件差押処分等の適法性）について 

（１） 国税通則法５２条１項は、担保の提供がされている国税について延納を

取り消したときは、その担保として提供された金銭以外の財産を滞納処分

の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充てると定めている。

また、国税徴収法４７条１項は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国
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税をその督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに完納し

ないときなどには、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければなら

ないと定めているが、国税徴収法基本通達４７条関係６２によれば、国税

通則法５２条１項の規定による担保物処分においては、督促を要しないで

差押えをすることができるとされている（乙２８）。さらに、国税徴収法

６８条１項は、不動産の差押えは滞納者に対する差押書の送達によって行

うと定めるとともに、同法８６条１項は、滞納者の財産が不動産である場

合に、既に滞納処分による差押えがされているときは、参加差押書を滞納

処分をした行政機関等に交付して参加差押えをすると定めている。 

これを本件についてみると、前記前提となる事実記載のとおり、東松山

署長は、本件各延納許可処分を取り消したことから、原告Ｘ１に対して差

押書を送達した上で本件不動産３につき本件差押処分をするとともに、本

件不動産２については、東松山市長により既に滞納処分による差押えがさ

れていたことから、同市長に対する参加差押書の交付により本件参加差押

処分をしたことが認められる。 

そうすると、原告Ｘ１に対する本件差押処分等は、上記各法令の定めに

従ってされたものであり、適法というべきである。 

（２） これに対し、原告らは、上記１（２）の主張に加えて、原告Ｘ１には、

滞納相続税等を納付する意思が十分あったにもかかわらず、東松山署長が、

具体的な納付計画も聞かないで、一方的に本件差押処分等をしたこと、原

告Ｘ１取消処分について不服申立中であって確定した判断がされていなか

ったにもかかわらず、直ちに本件差押処分等がされたことから、本件差押

処分等には違法があると主張する。 

しかし、原告の上記１（２）の主張が理由のないことは、同（２）にお

いて説示したとおりである。また、原告Ｘ１が滞納相続税等を納付する意

思があり、東松山署長が、同原告から納付計画を聞かなかった事実がある
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としても、そのことによって、本件差押処分等が直ちに違法となるとはい

えない（なお、同署長が、本件差押処分等をするまでに、原告の立場に一

定の配慮を示してきたことは同（２）において説示したとおりである。）。 

また、国税通則法１０５条が、国税に関する法律に基づく処分に対する

不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行

を妨げないと定めていることからすれば、原告Ｘ１取消処分に係る異議申

立てがされていたとしても、本件差押処分等が妨げられることはなく、本

件差押処分等が、上記異議申立てに対する判断より前にされたとしても、

そのことをもって違法ということはできない。 

そうすると、原告らの上記主張は採用することができない。 

３ 結論 

以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却するこ

ととして、主文のとおり判決する。 

 

さいたま地方裁判所第４民事部 

裁判長裁判官   志田原 信三 

裁判官   鈴木 拓児 

裁判官   伊東 大地 
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（別紙１） 

物 件 目 録 

１ 所  在  東松山市 

地  番  ●● 

地  目  宅地 

地  積  ９８９．９５平方メートル 

２ 所  在  東松山市 

地  番  ●● 

地  目  宅地 

地  積  ２８．５３平方メートル 

３ 所  在  東松山市 

地  番  ●● 

地  目  宅地 

地  積  ４９６．６８平方メートル 

４ 所  在  東松山市 

家屋番号  ●● 

種  類  居宅 

構  造  木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

床 面 積  １０４．６５平方メートル 
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（別紙２） 

法令等の定め 

１ 相続税法４０条２項 

税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額（当該延納税額に係る利子税又

は延滞税に相当する額を含む。）の滞納その他延納の条件に違反したとき、その

者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法５１条１項（担保の変更等）の規

定による命令に応じなかったとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法

（昭和３４年法律第１４７号）２条第１２号（定義）に規定する強制換価手続が

開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認

をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強

制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者

の弁明を聴かなければならない。 

２ 国税通則法５２条１項 

税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限（３８条２項（繰上請

求）に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関

する猶予に係る期限を含む。以下次条及び６３条２項（延滞税の免除）において

同じ。）までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての

延納、納税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したとき

は、その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された

金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に

充て、又は保証人にその国税を納付させる。 

３ 国税徴収法４７条１項 

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を

差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算

して１０日を経過した日までに完納しないとき。 
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二 納税者が国税通則法３７条１項各号（督促）に掲げる国税をその納期限（繰

上請求がされた国税については、当該請求に係る期限）までに完納しないとき。 

４ 国税徴収法基本通達４７条関係６２（乙２８） 

国税通則法５２条１項（担保の処分）の規定による担保物の処分にあっては、

督促を要しないで滞納処分の例による差押えをすることができる。 

５ 国税徴収法６８条１項 

不動産（地上権その他不動産を目的とする物権（所有権を除く。）、工場財団、

鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並び

に鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。）の差押は、滞納者に対

する差押書の送達により行う。 

６ 国税徴収法８６条１項 

税務署長は、４７条（差押えの要件）の規定により差押えをすることができる

場合において、滞納者の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押え

がされているときは、当該財産についての交付要求は、８２条１項（交付要求の

手続）の交付要求書に代えて参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付して

することができる。 

一 動産及び有価証券 

二 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 

三 電話加入権 

７ 国税通則法１０５条１項 

国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分

の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため

差し押えた財産の滞納処分（その例による処分を含む。以下この条において同じ。）

による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申

立人（不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方）

から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があ
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るまで、することができない。 


